
家
族
介
護
者
教
室

■
と
き
／
３
月
12
日
�

午
後
２
時
〜
４
時

■
と
こ
ろ

介
護
老
人
保
健
施
設
「
夢
の
里
」

■
講
師
／
松
田
生
江
さ
ん

（
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
「
ひ

だ
ま
り
」
主
任
）

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー
「
ま
ほ
ろ
ば
」

（
�
８
６
６
・
６
６
６
３
）ま
で

転
倒
骨
折
予
防
教
室

■
と
き
／
３
月
27
日
�

午
後
２
時
〜
４
時

■
と
こ
ろ

介
護
老
人
保
健
施
設
「
夢
の
里
」

■
講
師
／
笹
岡
京
子
さ
ん

（
介
護
老
人
福
祉
施
設
「
陽
だ
ま

り
の
里
」
施
設
長
）

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー
「
ま
ほ
ろ
ば
」

（
�
８
６
６
・
６
６
６
３
）ま
で

転
倒
予
防
教
室

■
と
き
／
３
月
22
日
�

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

■
と
こ
ろ

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム「
白
銀
荘
」

■
講
師
／
三
木
慎
司
さ
ん

（
理
学
療
法
士
）

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー
「
ひ
ま
わ
り
」

（
�
８
６
３
・
５
０
０
１
）ま
で

社
交
ダ
ン
ス
を

始
め
ま
せ
ん
か
！

■
と
き
／
第
１
・
第
３
木
曜
日

■
と
こ
ろ
／
大
篠
公
民
館

■
内
容
／
基
礎
・
中
級
レ
ッ
ス
ン

■
会
費
／
月
額
２
千
円

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
ク
イ
ッ
ク

水
曜
（
代
表
）水
田
順
三

（
�
８
６
２
・
０
２
８
９
）ま
で

４
月
１
日
か
ら
小
型
船

舶
の
登
録
制
度
開
始

「
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す

る
法
律
」
に
よ
り
、
漁
船
な
ど
を

除
い
た
総
ト
ン
数
20
ト
ン
未
満
の

小
型
船
舶
は
、
登
録
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り

そ
の
所
有
権
を
公
証
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
登
録
事
務
は
日
本
小

型
船
舶
検
査
機
構
が
行
い
ま
す
。

登
録
は
、
４
月
１
日
以
降
初
め

て
の
船
舶
検
査
の
時
期
ま
で
に
行

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
登

録
手
続
き
は
船
舶
検
査
に
併
せ
て

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

日
本
小
型
船
舶
検
査
機
構

（
�
８
８
２
・
３
０
０
３
）ま
で
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市
の
ご
み
袋
は
、
く
く
り
に
く
く
て
の
き
や
す
い
の
で
、
持
っ
て
行
く
時
に
困
り
ま
す
。
ど
う
に
か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

市市
民民
かか
らら
のの
おお
便便
りり

知って得する国民年金�
おお知知ららせせおお知知ららせせ

■保険料の納め忘れはありませんか？
平成１３年度（平成１３年４月分～平成１４年３月分）の
保険料の納め忘れはありませんか。納め忘れの納付書があれ

ば、４月30日�までに納めてください。５月以降は、お手持
ちの納付書では納められなくなりますのでお急ぎください。
また、納期限から２年が過ぎますと時効により納められな
くなりますのでご注意ください。
＊平成１４年４月分からの納付書は、社会保険庁（国）から　
直接送付されます。

■春は異動の季節です、届出は忘れずに！
国民年金は、就職・退職・結婚などによって職業や生活パ
ターンに変化があったときには届出が必要です。
この届出を忘れると将来年金が受けられない場合がありま
すので、人生の節目節目には住民票のある市町村役場で必ず
届出をしましょう。特に、配偶者の年金加入状況の変化で左
右される第３号被保険者の届出は、届出漏れがないよう注意
が必要です。

＊４月からの第３号被保険者関係の変更点
会社員など第２号被保険者（厚生年金・共済組合の被保険
者）の方に扶養されている配偶者の方の第３号被保険者届は、
その届出を市町村の窓口で行っていましたが、平成１４年４
月から健康保健証の届出と一緒に配偶者の勤務している事業
所を経由して社会保険事務所に届けることになります。

■国民年金相談のお知らせ
国民年金に加入していても未納があると、あとで困るのは
あなた自身です。そこで市と南国社会保険事務所は、今年も
合同で「年金相談」を行います。お気軽にお立寄りください。

�とき／３月20日� 10：00～12：00、13：00～16：00

�ところ／市役所４階第１会議室

※お問い合わせは、市民課年金係（�８８０－６５５５）
南国社会保険事務所（�８６４－１１１１）まで
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�

�

と　　き� 地　　　　区�

3月4日・18日�
（第１・３月曜日）�

十市（北部）、緑ヶ丘、稲吉、新川、西窪、�
野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町�

3月5日・19日�
（第１・３火曜日）�

下島、田村�（ﾊﾞｲﾊﾟｽ南）�、浜改田、久枝、前浜、�

3月6日・20日�
（第１・３水曜日）�

植田、植野、瓶岩、久礼田、才谷、宍崎、�
白木谷、外山、奈路、八京、領石、�
三軒屋（長岡小籠）、東山町、幸町、元町、�
小籠１～２丁目、８区、小篭団地�

3月11日・25日�
（第２・４月曜日）�

稲生、片山、里改田、十市（南部）、田井、�
八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�
大埇 団地、篠原、明見、伊達野�

3月12日・26日�
（第２・４火曜日）�

上末松、上廿枝、国分、北小籠、三畠、�
下末松、陣山、左右山、西島、西山、比江、�
古市、立田、田村�（ﾊﾞｲﾊﾟｽ北）�、岩村、下咥内�

3月13日・27日�
（第２・４水曜日）�

笠ノ川、蒲原、小蓮、常通寺島、定林寺、滝本、�
中島、八幡、岡豊町小篭、吉田、江村、祈年、�
東崎、駅前町、日吉町、東崎西部改良住宅�

紙類・布類の収集�
（新聞紙・雑誌・紙パック・古着）�

と　　き� 地　　　　区�

3月7日・21日�
（第１・３木曜日）�

十市（北部）、緑ヶ丘、稲吉、新川、西窪、�
野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町�

3月1日・15日�
（第１・３金曜日）�

3月2日・16日�
（第１・３土曜日）�

植田、植野、瓶岩、久礼田、才谷、宍崎、�
白木谷、外山、奈路、八京、領石、�
三軒屋（長岡小籠）、東山町、幸町、元町、�
小籠１～２丁目、８区、小篭団地�

3月14日・28日�
（第２・４木曜日）�

稲生、片山、里改田、十市（南部）、田井、�
八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�
大埇 団地、篠原、明見、伊達野�

3月8日・22日�
（第２・４金曜日）�

上末松、上廿枝、国分、北小籠、三畠、�
下末松、陣山、左右山、西島、西山、比江、�
古市、立田、田村�（ﾊﾞｲﾊﾟｽ北）�、岩村、下咥内�

3月9日・23日�
（第２・４土曜日）�

笠ノ川、蒲原、小蓮、常通寺島、定林寺、滝本、�
中島、八幡、岡豊町小篭、吉田、江村、祈年、�
東崎、駅前町、日吉町、東崎西部改良住宅�

ダンボールの収集�

☆金属類の収集�
 日�  曜�　　　　　　　　　　 地　　　　区�

☆不燃物（金属類以外）の収集�

☆�
☆�

 日� 曜� 　　　　　　　　 地　　　区�

��

�

物部（下咥内を除く）、野田、後免町、東芝団地�

（吉本小児科前を除く）� （吉本小児科前を除く）�

吉本小児科前�

下島、田村�（ﾊﾞｲﾊﾟｽ南）�、浜改田、久枝、前浜、�
物部（下咥内を除く）、野田、後免町、東芝団地�
吉本小児科前�

�
�
�

�

�

�

3／1

�

�

�

�

奈路、瓶岩、白木谷�

十市（北部）、緑ケ丘、岩村�
稲生�
久枝、下島、前浜�
下咥内、物部、開田�

国分、比江、左右山、北小籠�

野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町、西窪、新川、稲吉�
領石、植野、久礼田、植田�

後免町、野田、東芝団地�

片山、里改田、浜改田�
中島、常通寺島、吉田、江村、小篭、三軒屋（長岡小籠）�

立田、田村�
東山町、幸町、元町、小籠1～2丁目、８区、祈年、小篭団地�
東崎(東部･西部)、日吉町、駅前町、東崎西部改良住宅�

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�
大埇 団地、篠原、明見、伊達野�

野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町、西窪、新川、稲吉�
領石、植野、久礼田、植田�
片山、里改田、浜改田�
中島、常通寺島、吉田、江村、小篭、三軒屋（長岡小籠）�

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�
大�団地、篠原、明見、伊達野�

十市（南部）�
�陣山、三畠、上末松、下末松、西山、上廿枝、西島、古市�

�

�

4／1

7
6
5
4
2

8

13
12
11
9

14

15

16
18

20
19 �

23
22

21

5
4
3

28
27
26
25

2

木�

木�
水�
火�
月�
木�
水�
火�
月�
土�
金�

木�

水�
火�
月�
土�

金�

木�
水�
火�

土�
月�

金�

水�
火�
月�
土�
金�

金�

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�

田村�

浜改田�

祈年、東崎（東部･西部）、駅前町�

 奈路、瓶岩、領石、植野�

久礼田、植田�
常通寺島、中島、吉田、江村、小篭、三軒屋（長岡小籠）�
笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原�
国分、比江、左右山、岩村�
十市（北部）、緑ケ丘�

８区(たちばな団地・小篭団地を含む)
北小籠、東山町、幸町、元町 、小籠1～2丁目�

西島、古市�
陣山、三畠、上末松、下末松、西山、上廿枝､�
白木谷、蒲原団地、蒲原住宅�
後免町、東崎西部改良住宅、日吉町、東芝団地�
野田（東芝団地を除く）�

伊達野、大埇 団地 

稲吉、西窪、新川�
能間、野田口、朝日町、城陸、榎田町�
稲生�
下咥内、物部、開田�
 篠原、明見�

立田�

久枝、下島、前浜�

片山、里改田�
十市（南部）�

�
�
�

3／1

�

�

4／1

7

6
5
4
2

8

13
12
11
9

14
15
16
18

20
19 �

23
22

21

4

3

28
27
26
25

2

木�

木�

水�
火�
月�

木�
水�
火�
月�

土�
金�

木�

水�
火�
月�
土�
金�
木�
水�
火�

土�
月�

金�

水�
火�
月�
土�
金�笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原(団地･住宅を含む)

笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原(団地･住宅を含む)

浜改田�
久枝、下島、前浜�

片山、里改田�
十市（南部）�

立田�
田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�

大埇 団地、篠原、明見、伊達野�

野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町、西窪、新川、稲吉�
領石、植野、久礼田、植田�
片山、里改田、浜改田�

ごみ出しは定められた日に�

�

！�

�


